
新旧対応表

Ｐ 節項 修正案 修正箇所 備考 修正根拠

3 第１章　計画の考え方
第２節　基本方針
第４項　風水害による被害を低減する対策

近年、全国的にゲリラ豪雨に代表されるような集中豪雨による土砂
災害などの懸念もあり、平成26年8月豪雨では広島市で土砂災害に
よる多数の死者が発生しました。平成30年７月豪雨、令和元年台風
19号でも、河川の氾濫により各地で甚大な人的、住家被害をもたら
しました。
また、令和元年10月の台風19号では、各地で多くの人的、家屋被
害に見舞われました。宮川や五十鈴川をはじめ、多くの河川が市域
を流れ伊勢湾に注いでおり、その地理的特徴から河川の増水や高
潮などの被害が過去にも発生しています。平成29年台風第21号で
は、市内の河川のうち観測所にて観測される全ての河川において、
氾濫危険水位を超える水位を観測し、勢田川、桧尻川、矢田川、汁
谷川及び横輪川では、水位上昇により溢水するなど大きな被害が
発生しております。
このような過去の災害を踏まえ、市民の皆さんとのリスクコミュニケー
ションや、ソフト対策、ハード対策をより充実させて万全を期すること
により、風水害による被害を大幅に低減させていくことを目指しま
す。

宮川や五十鈴川をはじめ、多くの河川が市域を流れ伊勢湾に注い
でおり、その地理的特徴から河川の増水や高潮などの被害が過去
にも発生しています。平成29年台風第21号では、市内の河川のうち
観測所にて観測される全ての河川において、氾濫危険水位を超え
る水位を観測し、勢田川、桧尻川、矢田川、汁谷川及び横輪川で
は、水位上昇により溢水するなど大きな被害が発生しております。ま
た、近年、全国的にゲリラ豪雨に代表されるような集中豪雨による土
砂災害などの懸念もあり、平成26年8月豪雨では広島市で土砂災害
による多数の死者が発生しました。
このような過去の災害を踏まえ、市民の皆さんとのリスクコミュニケー
ションや、ソフト対策、ハード対策をより充実させて万全を期すること
により、風水害による被害を大幅に低減させていくことを目指しま
す。

修正 情報の更新

11 第２章　被害想定
第２節　被害想定
第１項　風水害

①　台風・洪水
（略）
宮川の下流部では、五十鈴川、勢田川が合流し、本市の市街地の
平地部はこれらの河川沿いにあります。その地盤高は、河川の計画
高水位以下であり、ひとたび氾濫すると被害は甚大となります。その
他に、外城田川、大堀川、五十鈴川、笹笛川では三重県が特別警
戒水位を定めており、その５つの河川に加え、五十鈴川派川・松下
川、桧尻川、汁谷川、横輪川、相合川・有田川の浸水想定区域が示
されています。

①　台風・洪水
（略）
宮川の下流部では、五十鈴川、勢田川が合流し、本市の市街地の
平地部はこれらの河川沿いにあります。その地盤高は、河川の計画
高水位以下であり、ひとたび氾濫すると被害は甚大となります。その
他に、外城田川、大堀川、五十鈴川では三重県が特別警戒水位を
定めており、浸水想定区域が示されています。

修正

県管理河川の浸水
想定区域図及び浸
水深の公表によるも
の

21 第２章　被害想定
第４節　防災上の事務又は業務の大綱
第１項　市が処理すべき防災上の事務又は
業務の大綱

②　災害対策本部の組織
　　　本部組織の各職務は次のとおりです。

②　災害対策本部の組織
　　　本部組織の各職務は次のとおりです。

修正 機構改革に伴うもの

本編・推進計画・強化計画
第１編　総則

資料１



※本部長が不在等の非常時には、市長権限委譲順位を次のとおり
とします。
　１　副市長
　２　危機管理部長
　３　総務部長
　４　参集した職員から最上席の者
※災害発生初動期の順位を決めるもので、職務代理者が決定した
場合には、職務代理者が引き継ぐ
市長の職務代理者の順位
１　副市長（席次＞年齢＞くじ：地方自治法第152条第２項の規定に
よる）
２　総務部長
３　情報戦略局長
４　部長級（職務の級＞給料＞在職年数＞年長＞くじ）

※本部長が不在等の非常時には、市長権限委譲順位を次のとおり
とします。
　１　副市長
　２　危機管理部長
　３　総務部長
　４　参集した職員から最上席の者
※災害発生初動期の順位を決めるもので、職務代理者が決定した
場合には、職務代理者が引き継ぐ
市長の職務代理者の順位
１　副市長
２　総務部長
３　情報戦略局長
４　部長級（職務の級＞給料＞在職年数＞年長＞くじ）

修正

41 第１章　災害への備え
第２節　防災に対する知識を習得する
第４項　土砂災害に関する情報

土砂災害に関する情報としては、主に土砂災害警戒情報とそれを
補足する土砂災害警報判定メッシュ情報があります。
「土砂災害警戒情報」は、大雨警報（土砂災害）が発表されている状
況で、土砂災害発生の危険度が非常に高まったときに、市町におけ
る[警戒レベル４]避難勧告発令や、市民の皆さんの自主避難開始
判断の参考となるように、都道府県と気象庁が共同で発表する警報
です。降雨から予測可能な土砂災害のうち、[警戒レベル４]避難勧
告等の災害応急対応が必要な土石流や、集中的に発生する急傾
斜地崩壊が対象となっています。

土砂災害に関する情報としては、主に土砂災害警戒情報とそれを
補足する土砂災害警報判定メッシュ情報があります。
「土砂災害警戒情報」は、大雨警報（土砂災害）が発表されている状
況で、土砂災害発生の危険度が非常に高まったときに、市町におけ
る避難勧告発令や、市民の皆さんの自主避難開始判断の参考とな
るように、都道府県と気象庁が共同で発表する警報です。降雨から
予測可能な土砂災害のうち、避難勧告等の災害応急対応が必要な
土石流や、集中的に発生する急傾斜地崩壊が対象となっていま
す。

修正
警戒レベル導入に
伴うもの

42～43 第１章　災害への備え
第２節　防災に対する知識を習得する
第６項　避難に関する情報

市から市民の皆さんに避難を促すための避難情報には、「［警戒レ
ベル３］避難準備・高齢者等避難開始」、「［警戒レベル４］避難勧
告」及び、「［警戒レベル４］避難指示(緊急)」、「［警戒レベル５］災害
発生情報」があります。避難に関する情報の内容をよく理解し、状況
に応じて適切に行動しましょう。
また、市長は、基本法第63条第1項に基づき、災害が発生して生命
に危険がある場合に警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する
者以外の者に対して当該区域への立入りを制限、禁止、退去を命
ずることがあります。
☛避難勧告・指示（緊急）等の実施機関　P.46

市から市民の皆さんに避難を促すための避難情報には、「避難準
備・高齢者等避難開始」、「避難勧告」及び「避難指示（緊急）」があ
ります。避難に関する情報の内容をよく理解し、状況に応じて適切
に行動しましょう。
また、市長は、基本法第63条第1項に基づき、災害が発生して生命
に危険がある場合に警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する
者以外の者に対して当該区域への立入りを制限、禁止、退去を命
ずることがあります。
☛避難勧告・指示（緊急）等の実施機関　P.46

修正
警戒レベル導入に
伴うもの

第２編　自助・共助



42～43 第１章　災害への備え
第２節　防災に対する知識を習得する
第６項　避難に関する情報

修正
警戒レベル導入に
伴うもの

44 第１章　災害への備え
第３節　防災情報を入手する
第１項　防災情報の入手先を確認する

③　防災行政無線
災害が予想される場合、［警戒レベル３］避難準備・高齢者等避難開始、［警戒レ
ベル４］避難勧告、［警戒レベル４］避難指示(緊急)、［警戒レベル５］災害発生情
報、津波注意報等の情報を、市内各所に設置された屋外拡声子局からのサイレン
や音声、ケーブルテレビ行政チャンネルのテロップ等により提供しています。

③　防災行政無線
災害が予想される場合、避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊
急）、津波注意報等の情報を、市内各所に設置された屋外拡声子局からのサイレ
ンや音声、ケーブルテレビ行政チャンネルのテロップ等により提供しています。

修正
警戒レベル導入に
よるもの

45 第１章　災害への備え
第３節　防災情報を入手する
第１項　防災情報の入手先を確認する

⑤　防災アプリ
Yahoo!JAPANの防災速報アプリからも、伊勢市を自分の地域に設定するか位置情
報を利用すれば、災害情報を取得することができます。

新規
新規災害協定によ
るもの

46 第１章　災害への備え
第３節　防災情報を入手する
第１項　防災情報の入手先を確認する

修正
警戒レベル導入に
よるもの



49 第１章　災害への備え
第４節　家庭での対策
第１項　家庭での日頃の備え

修正 業務の見直しによる

49 第１章　災害への備え
第４節　家庭での対策
第１項　家庭での日頃の備え

修正
三重県地域防災計
画の修正による

62 第１章　災害への備え
第６節　事業所の防災対策
第７項　自衛消防組織等の強化

修正 業務内容の見直し



64 第１章　災害への備え
第７節　協働による防災まちづくり
第２項　災害時に支援が必要な人を地域で
守る

修正
災害対策基本法第
49条の改正による

70 第２章　いのちを守る
第２節　適切な避難行動をとる
第５項　ペットと一緒に避難する

災害時には飼い主とはぐれたペットが放浪状態となったり、飼い主と
ペットが共に避難できた場合でも、動物アレルギーがある方や動物
が苦手な方との避難生活に苦慮したりと、様々な問題が発生する可
能性があります。
万が一の災害に備えて、同行避難が可能な避難所を確認しておく
ことや、ペットを預かってくれるところをさがしておくと安心です。ペッ
トと同行避難をする場合には、ペットのためのケージや食料等を持
参しましょう。また、避難所は多くの避難者との共同生活の場となりま
すので日ごろから適切な飼育を心がけ、避難所では避難所運営者
の指示に従って避難生活を送りましょう。

災害時には飼い主とはぐれたペットが放浪状態となったり、飼い主と
ペットが共に避難できた場合でも、動物アレルギーがある方や動物
が苦手な方との避難生活に苦慮したりと、様々な問題が発生する可
能性があります。
災害発生時においても、飼い主はペットと共に生活していくことが大
切です。ペットのための備蓄を持参し、同行避難をしましょう。また、
避難所は多くの避難者との共同生活の場となりますので適切な飼育
を心がけましょう。

修正 業務の見直し

71 第２章　いのちを守る
第２節　適切な避難行動をとる
第５項　ペットと一緒に避難する

修正
警戒レベル導入に
よる



73 第２章　いのちを守る
第３節　地域で組織的に活動する
第４項　災害時要配慮者を支える

地域には、災害から身を守るために必要な情報の把握や、安全な
場所へ避難し避難生活を送るなどといった、災害時の一連の行動
に対してハンディーキャップをお持ちの方（災害時要配慮者）がいま
す。このうち、避難行動要支援者の方については、本人や家族の同
意に基づき市が「防災ささえあい名簿」を作成し、避難支援等関係
者にお渡しすることにより情報を共有しています。
災害発生時には、名簿の活用等により避難行動要支援者を支援す
るとともに、何らかの支援を必要とする方々について地域のみんな
で支えあい、かけがえのない命を守りましょう。

地域には、災害から身を守るために必要な情報の把握や、安全な
場所へ避難し避難生活を送るなどといった、災害時の一連の行動
に対してハンディーキャップをお持ちの方（災害時要配慮者）がいま
す。このうち、災害時要援護者の方については、市が災害時要援護
者登録台帳を作成し、避難支援等関係者にお渡しすることにより情
報を共有しています。
災害発生時には、台帳の活用等により災害時要援護者を支援する
とともに、何らかの支援を必要とする方々について地域のみんなで
支えあい、かけがえのない命を守りましょう。

修正
災害対策基本法第
49条の改正による

77 第３章　いのちをつなぐ
第１節　避難所を主体的に運営する
第４項　避難所運営訓練を実施する

修正
内閣府防災基本計
画の修正に伴うもの

80 第４章　再建への足掛かり
第２節　様々な支援を活用した生活復旧
第６項　再就職に向けた職業斡旋等を活用
する

修正
被災者生活再建支
援法の改正による



95 第１章　災害応急活動の体制づくり
第３節　消防体制の整備

修正

業務の見直し

101 第１章　災害応急活動の体制づくり
第９節　食糧、飲料水、生活必需品等の備
蓄、調達

修正
内閣府防災基本計
画の修正による

第３編　公助



102 第１章　災害応急活動の体制づくり
第10節　保健衛生、防疫体制の整備

修正
内閣府防災基本計
画の修正による

105 第１章　災害応急活動の体制づくり
第13節　被災者生活支援

修正 業務の見直し

108 第１章　災害応急活動の体制づくり
第１６節　業務継続に備える

追加 業務の見直し



110 第２章　災害に強いまちづくり
第２節　治水防災計画

修正 業務内容の見直し

111 第２章　災害に強いまちづくり
第３節　港湾、漁港、海岸施設防災計画

修正 業務内容の見直し

114 第２章　災害に強いまちづくり
第６節　上下水道施設災害予防計画

修正 業務内容の見直し



120 第３章　災害発生・活動体制の立ち上げ
第４節　受援体制の確立

新規 業務の見直し

120 第３章　災害発生・活動体制の立ち上げ
第４節　受援体制の確立

新規 業務の見直し



184 伊勢市地域防災計画の沿革

平成１８年度　　旧４市町村の地域防災計画をベースに作成
平成２１年度　　水防法の改正に伴い修正
平成２３年度　　災害対策本部設置基準の改正、担当課を明記
平成２４年度　　避難所指定基準の作成に伴う修正
平成２５年度　　災害対策基本法改正に伴う修正
平成２６年度　　災害対策基本法改正に伴う修正・南海トラフ地震
　　　　　　　　　　 防災対策推進計画策定
平成２７年度　　東日本大震災の教訓を基に大規模改訂
平成２８年度　　洪水浸水想定区域図【宮川】の公表に伴う避難所
見直し及び熊本地震の教訓を基に改定
平成２９年度　　台風第21号の教訓を基に改定
平成３０年度　　施策の進展等を踏まえた改定
令和２年度　　　洪水浸水想定区域図【県管理河川】及び高潮浸水
                        想定区域図の公表、土砂災害警戒区域の指定に
                        伴う避難所見直し
                        避難勧告等に関するガイドライン(内閣府)の更新
に
                        伴う修正

伊勢市地域防災計画の沿革

平成１８年度　　旧４市町村の地域防災計画をベースに作成
平成２１年度　　水防法の改正に伴い修正
平成２３年度　　災害対策本部設置基準の改正、担当課を明記
平成２４年度　　避難所指定基準の作成に伴う修正
平成２５年度　　災害対策基本法改正に伴う修正
平成２６年度　　災害対策基本法改正に伴う修正・南海トラフ地震防
災対策推進計画策定
平成２７年度　　東日本大震災の教訓を基に大規模改訂
平成２８年度　　洪水浸水想定区域図【宮川】の公表に伴う避難所
見直し及び熊本地震の教訓を基に改定
平成２９年度　　台風第21号の教訓を基に改定
平成３０年度　　施策の進展等を踏まえた改定

新規 更新内容の追記



8 ３　備蓄倉庫一覧

新規 備蓄場所の追加

8 ３　備蓄倉庫一覧

新規 備蓄場所の追加

資料編
住所 名称 住所 名称

伊勢市佐八町1069-3 佐八倉庫 伊勢市黒瀬町562-12 生涯学習センター

伊勢市楠部町159-1 防災センター 伊勢市小俣町元町663-1 小俣小学校

伊勢市小俣町新村401-1 北部防災倉庫 伊勢市小俣町相合750 小俣中学校

伊勢市小俣町元町1720 南部第１防災倉庫 伊勢市小俣町明野1939 明野小学校

伊勢市小俣町元町1719 南部第２防災倉庫 伊勢市二見町今一色3 旧今一色小学校

伊勢市小俣町明野1481 明野防災倉庫 伊勢市二見町荘1500 二見浦小学校

伊勢市小俣町新村402-1 小俣配水機場 伊勢市二見町荘2037-2 二見中学校

伊勢市御薗町高向3300 高向防災倉庫 伊勢市御薗町上條1173-1 上條防災倉庫

伊勢市宇治浦田2丁目16-43 進修小学校 伊勢市御薗町長屋1074-9 御薗小学校

伊勢市久世戸町5-1 修道小学校 伊勢市磯町2225 御薗中学校

伊勢市岡本1丁目18-21 明倫小学校 伊勢市御薗町長屋2767 ハートプラザみその

伊勢市船江2丁目2-5 有緝小学校 伊勢市八日市場町13-13 サンライフ伊勢

伊勢市一志町1-4 厚生小学校 伊勢市黒瀬町48 浜郷支所

伊勢市常磐3丁目10-19 早修小学校 伊勢市上地町1809-1 城田支所

伊勢市二俣1丁目2-17 中島小学校 伊勢市西豊浜町3044-10 豊浜支所

伊勢市神社港294 神社小学校 伊勢市村松町3-1 北浜支所

伊勢市大湊町1118-194 大湊小学校 伊勢市神社港262-1 神社支所

伊勢市大湊町1282 みなと小学校 伊勢市上野町1215-1 沼木支所

伊勢市黒瀬町1648-1 浜郷小学校 伊勢市前山町355-4 宮本支所

伊勢市旭町319 宮山小学校 伊勢市楠部町2484 四郷支所

伊勢市佐八町2278-12 佐八小学校 伊勢市神久2丁目7-18 伊勢工業高等学校

伊勢市西豊浜町1779 豊浜西小学校 伊勢市大湊町98-5 大湊支所

伊勢市東豊浜町299-1 豊浜東小学校 伊勢市矢持町426 みどり保育園

伊勢市村松町3285-1 北浜小学校 伊勢市大湊町1126 宮川浄化センター

伊勢市東大淀町351 東大淀小学校 伊勢市宇治今在家町511 高麗広公民館

伊勢市上地町1494 城田小学校 伊勢市村松町4485-1 村松町津波避難施設

伊勢市楠部町2484 四郷小学校 伊勢市大湊町528-1 大湊町津波避難施設

伊勢市上野町2841-2 上野小学校 伊勢市有滝町2613 有滝町津波避難施設

伊勢市一之木5丁目5-3 厚生中学校 伊勢市一色町1490-4 一色町津波避難施設

伊勢市二俣4丁目5-3 伊勢宮川中学校 伊勢市二見町西2088-1 二見町西津波避難施設

伊勢市竹ケ鼻町78-10 港中学校 伊勢市二見町今一色847-191 二見町今一色津波避難施設

伊勢市東大淀町15 旧北浜中学校 伊勢市磯町924-1 磯町津波避難施設

伊勢市粟野町472 城田中学校 伊勢市東豊浜町3321-2 東豊浜町津波避難施設

伊勢市中村町444 五十鈴中学校 伊勢市二見町光の街1019-4 光の街ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

伊勢市上野町823 旧沼木中学校 伊勢市二見町茶屋348 二見老人福祉ｾﾝﾀｰ

伊勢市神田久志本町1645-2 倉田山中学校 伊勢市一宇田891-1 しごうこども園

伊勢市西豊浜町2736 旧豊浜中学校 伊勢市二見町茶屋209 二見公民館

伊勢市植山町461 桜浜中学校 伊勢市小俣町元町536 小俣保健センター

伊勢市八日市場町13-1 福祉健康センター 伊勢市御薗町高向731 御薗第二保育園

伊勢市岩渕一丁目13-15 伊勢市小俣町本町3 小俣農村環境改善ｾﾝﾀｰ
ｼﾝﾌｫﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ響ﾎｰﾙ伊勢

（観光文化会館）

住所 名称 住所 名称

伊勢市佐八町1069-3 佐八倉庫 伊勢市八日市場町13-1 福祉健康センター

伊勢市楠部町159-1 防災センター 伊勢市黒瀬町562-12 生涯学習センター

伊勢市小俣町新村401-1 北部防災倉庫 伊勢市小俣町明野1939 明野小学校

伊勢市小俣町元町1720 南部第１防災倉庫 伊勢市二見町今一色3 旧今一色小学校

伊勢市小俣町元町1719 南部第２防災倉庫 伊勢市二見町荘1500 二見浦小学校

伊勢市小俣町明野1481 明野防災倉庫 伊勢市二見町荘2037-2 二見中学校

伊勢市小俣町新村402-1 小俣配水機場 伊勢市御薗町上條1173-1 上條防災倉庫

伊勢市御薗町高向3300 高向防災倉庫 伊勢市御薗町長屋1074-9 御薗小学校

伊勢市宇治浦田2丁目16-43 進修小学校 伊勢市磯町2225 御薗中学校

伊勢市久世戸町5-1 修道小学校 伊勢市御薗町長屋2767 ハートプラザみその

伊勢市岡本1丁目18-21 明倫小学校 伊勢市八日市場町13-13 サンライフ伊勢

伊勢市船江2丁目2-5 有緝小学校 伊勢市黒瀬町48 浜郷支所

伊勢市一志町1-4 厚生小学校 伊勢市上地町1809-1 城田支所

伊勢市常磐3丁目10-19 早修小学校 伊勢市西豊浜町3044-10 豊浜支所

伊勢市二俣1丁目2-17 中島小学校 伊勢市村松町3-1 北浜支所

伊勢市神社港294 神社小学校 伊勢市神社港262-1 神社支所

伊勢市大湊町1118-194 大湊小学校 伊勢市上野町1215-1 沼木支所

伊勢市黒瀬町1648-1 浜郷小学校 伊勢市前山町355-4 宮本支所

伊勢市旭町319 宮山小学校 伊勢市楠部町2484 四郷支所

伊勢市佐八町2278-12 佐八小学校 伊勢市大湊町98-5 大湊支所

伊勢市西豊浜町1779 豊浜西小学校 伊勢市矢持町426 みどり保育園

伊勢市東豊浜町299-1 豊浜東小学校 伊勢市大湊町1126 宮川浄化センター

伊勢市村松町3285-1 北浜小学校 伊勢市宇治今在家町511 高麗広公民館

伊勢市東大淀町351 東大淀小学校 伊勢市村松町4485-1 村松町津波避難施設

伊勢市上地町1494 城田小学校 伊勢市大湊町528-1 大湊町津波避難施設

伊勢市楠部町2484 四郷小学校 伊勢市有滝町2613 有滝町津波避難施設

伊勢市上野町2841-2 上野小学校 伊勢市一色町1490-4 一色町津波避難施設

伊勢市一之木5丁目5-3 厚生中学校 伊勢市二見町西2088-1 二見町西津波避難施設

伊勢市二俣4丁目5-3 伊勢宮川中学校 伊勢市二見町今一色847-191 二見町今一色津波避難施設

伊勢市竹ケ鼻町78-10 港中学校 伊勢市磯町924-1 磯町津波避難施設

伊勢市東大淀町15 旧北浜中学校 伊勢市東豊浜町3321-2 東豊浜町津波避難施設

伊勢市粟野町472 城田中学校 伊勢市二見町光の街1019-4 光の街ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

伊勢市中村町444 五十鈴中学校 伊勢市二見町茶屋348 二見老人福祉ｾﾝﾀｰ

伊勢市上野町823 旧沼木中学校 伊勢市一宇田891-1 しごうこども園

伊勢市神田久志本町1645-2 倉田山中学校 伊勢市二見町茶屋209 二見公民館

伊勢市西豊浜町2736 旧豊浜中学校 伊勢市小俣町元町536 小俣保健センター

伊勢市植山町461 桜浜中学校 伊勢市小俣町本町3 小俣農村環境改善ｾﾝﾀｰ

ｼﾝﾌｫﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ響ﾎｰﾙ 

伊勢（観光文化会館）
伊勢市岩渕一丁目13-15

住所 名称 住所 名称

伊勢市佐八町1069-3 佐八倉庫 伊勢市八日市場町13-1 福祉健康センター

伊勢市楠部町159-1 防災センター 伊勢市黒瀬町562-12 生涯学習センター

伊勢市小俣町新村401-1 北部防災倉庫 伊勢市小俣町明野1939 明野小学校

伊勢市小俣町元町1720 南部第１防災倉庫 伊勢市二見町今一色3 旧今一色小学校

伊勢市小俣町元町1719 南部第２防災倉庫 伊勢市二見町荘1500 二見浦小学校

伊勢市小俣町明野1481 明野防災倉庫 伊勢市二見町荘2037-2 二見中学校

伊勢市小俣町新村402-1 小俣配水機場 伊勢市御薗町上條1173-1 上條防災倉庫

伊勢市御薗町高向3300 高向防災倉庫 伊勢市御薗町長屋1074-9 御薗小学校

伊勢市宇治浦田2丁目16-43 進修小学校 伊勢市磯町2225 御薗中学校

伊勢市久世戸町5-1 修道小学校 伊勢市御薗町長屋2767 ハートプラザみその

伊勢市岡本1丁目18-21 明倫小学校 伊勢市八日市場町13-13 サンライフ伊勢

伊勢市船江2丁目2-5 有緝小学校 伊勢市黒瀬町48 浜郷支所

伊勢市一志町1-4 厚生小学校 伊勢市上地町1809-1 城田支所

伊勢市常磐3丁目10-19 早修小学校 伊勢市西豊浜町3044-10 豊浜支所

伊勢市二俣1丁目2-17 中島小学校 伊勢市村松町3-1 北浜支所

伊勢市神社港294 神社小学校 伊勢市神社港262-1 神社支所

伊勢市大湊町1118-194 大湊小学校 伊勢市上野町1215-1 沼木支所

伊勢市黒瀬町1648-1 浜郷小学校 伊勢市前山町355-4 宮本支所

伊勢市旭町319 宮山小学校 伊勢市楠部町2484 四郷支所

伊勢市佐八町2278-12 佐八小学校 伊勢市大湊町98-5 大湊支所
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５　避難行動要支援者対策計画

①避難行動要支援者
（１）避難行動要支援者の範囲
次に掲げる者人のうち、在宅の者人を避難行動要支援者とします。

ア　75歳以上の高齢者のみで構成される世帯の人
イ　要介護3以上の認定を受けている人
ウ　身体障害者手帳（肢体・内部障がい1～2級、視覚・聴覚障がい
　　 1～3級）の交付を受けている人
エ　療育手帳（程度区分A1、A2）の交付を受けている人
オ　精神障害者保健福祉手帳（1級）の交付を受けている人
カ　特定医療（指定難病）受給者証の交付を受けている人のうち
　　 人工呼吸器等装着者人工呼吸器などを装着している人
キ　これらに準じる状態で、自ら支援が必要であることを申し出た人

（２）避難行動要支援者名簿の作成

災害対策基本法に基づき、災害時等における避難行動要支援者の
避難支援等を円滑に行うため、
市が保有する情報から「避難行動要支援者名簿」を作成する。な
お、特定医療(指定難病)受給者証の交付を受けている人のうち人
工呼吸器などを装着している人については、三重県知事に対して
必要な情報の提供を依頼します。

（３）避難行動要支援者名簿の管理及び情報の更新
避難行動要支援者名簿については、高齢者支援課、障がい福祉課
で管理します。また、保有する名簿は、電子データ及び紙媒体の双
方で管理します。保有する名簿の情報の更新については、電子
データは常に適正に保つよう努め、紙媒体は、年1回更新を行いま
す。

①避難支援等関係者となる者
避難支援等関係者となる者は、自治会、自主防災組織、民生委員・
児童委員、消防団、地域包括支援センター、消防本部等とします。

修正
災害対策基本法第
49条の改正による
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②防災ささえあい名簿
（１）防災ささえあい名簿の作成
避難行動要支援者のうち、自分や家族等の支援だけでは避難する
ことが困難で、避難支援等関
係者(防災ささえあい名簿の提供先)に個人情報を提供することにつ
いて同意した人の名簿を平常時から避難支援等関係者へ提供しま
す。名簿には次に掲げる事項を本人の同意に基づき記載します。

ア　氏名
イ　住所
ウ　生年月日
エ　性別
オ　連絡先(電話番号など)
カ　避難支援等を必要とする事由(要介護度など)
キ　その他必要と認める事項

②避難行動要支援者
（１）避難行動要支援者名簿に掲載する者の範囲
次に掲げる者のうち在宅の者を避難行動要支援者とし、名簿を作成
します。

ア　65歳以上のひとり暮らしの者
イ　75歳以上の高齢者のみで構成される世帯の者
ウ　介護保険法に規定する要介護認定において、要介護3以上の
認定を受けている者
エ　身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳の交付を受け、
肢体・内部障がい1～2級又は視覚・聴覚障がい1～2級に該当する
者
オ　「療育手帳制度について」に規定する療育手帳の交付を受け、
記載された障がいの程度区分のうちA1又はA2の判定を受けた者
カ　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障
害者保健福祉手帳の交付を受け、1級に該当する者
キ　特定医療（指定難病）受給者証の交付を受けている方のうち、人
工呼吸器等装着者

修正
災害対策基本法第
49条の改正による
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（２）防災ささえあい名簿の管理
防災ささえあい名簿については、高齢・障がい課で管理します。ま
た、保有する
名簿は、電子データ及び紙媒体の双方で管理します。

（３）防災ささえあい名簿の情報の更新
名簿の更新については、電子データは常に適正に保つよう努め、
紙媒体は、年1回更新を行い
ます。また、避難支援等関係者は対象者の異動や状況の変化を把
握した場合には、随時追加や修正を行うとともに、市へ報告すること
により、常に内容を適正に保つよう努めます。

（２）避難行動要支援者名簿の作成
 避難行動要支援者名簿には対象者の氏名、生年月日、性別、住
所、名簿掲載理由を記載します。

ア　氏名
イ　生年月日
ウ　性別
エ　住所又は居所
オ　電話番号その他の連絡先
カ　避難支援等を必要とする事由
キ　その他必要な事項

（３）避難行動要支援者名簿の作成に必要な個人情報及びその入
手方法
名簿作成にあたっては、該当する者を把握するために、住民基本情
報の照会及び市の関係部署への照合により情報を収集します。ま
た、②（1）のキに該当する者については、三重県知事に対して必要
な情報の提供を依頼します。

（４）避難行動要支援者名簿の管理及び情報の更新
避難行動要支援者名簿については、高齢者支援課で管理します。
また、保有するデータの最新化による更新を年1回行うとともに、名
簿記載内容の変更に係る情報を得た場合は適宜更新することによ
り、常に内容を適正に保つよう努めます。

修正
災害対策基本法第
49条の改正による

48 第２編　自助・共助に関する資料
５　避難行動要支援者対策計画

③避難支援等関係者となる人
避難支援等関係者となる者は、自治会、自主防災組織、民生委員・
児童委員、消防団、社
会福祉協議会、警察、地域包括支援センター、障害者相談支援セ
ンター(障害者手帳保持者のみ)、三重県聴覚障害者支援センター
(聴覚障がいのある人のみ)とし、防災ささえあい名簿を提供します。
また、名簿は提供しないが、情報提供をする機関として、介護サー
ビス事業者、特定相談支援事業者(障害者手帳保持者のみ)としま
す。

③災害時要援護者
（１）災害時要援護者登録台帳の作成
避難行動要支援者のうち、家族等の支援を得ることが困難等の理
由から第三者の支援が必要であると市に申請をした者を「災害時要
援護者」と位置づけ、災害時要援護者台帳を作成します。
災害時要援護者は、市が避難行動要支援者へ意向調査を行った
結果、災害時要援護者台帳への登録を希望する者で、かつ、避難
支援等関係者への情報提供について同意を得られた者とします。
また、台帳には次に掲げる事項を本人の同意に基づき記載します。

ア　災害時要援護者情報（氏名、生年月日、住所、電話番号、ＦＡＸ
番号、メールアドレス、居住建物の状況、避難所、身体等の状況等）
イ　災害時要援護者の要件区分
ウ　緊急時の家族の連絡先（氏名、続柄、住所、電話番号、ＦＡＸ番
号等）
エ　避難支援者情報（氏名、続柄、住所、電話番号、ＦＡＸ番号等）
オ　かかりつけ医等
カ　その他必要な事項

修正
災害対策基本法第
49条の改正による



48 第２編　自助・共助に関する資料
５　避難行動要支援者対策計画

（２）災害時要援護者登録台帳の管理
災害時要援護者台帳は、高齢者支援課、危機管理課、避難支援等
関係者が管理します。台帳の管理にあたっては、伊勢市個人情報
保護条例に基づき適正に保管することとします。
また、市が、法令等により守秘義務が課せられている関係機関以外
と災害時要援護者登録台帳を共有する場合、情報の提供を受ける
機関は、「災害時要援護者登録台帳の保管にかかる同意書」を市に
提出するものとし、個人情報の漏洩が発生しないように十分なセキュ
リティ対策を講じるものとします。
（３）災害時要援護者登録台帳の更新
市は、避難行動要支援者名簿の更新に合わせて災害時要援護者
登録台帳の更新を行います。
また、避難支援等関係者は対象者の異動や状況の変化を把握した
場合は、災害時要援護者による確認のもと随時に追加や修正を行う
とともに市へ報告することにより、常に内容を適正に保つよう努めま
す。

修正
災害対策基本法第
49条の改正による

48 第２編　自助・共助に関する資料
５　避難行動要支援者対策計画

④避難支援等関係者の安全確保
災害時における避難支援については、避難支援等関係者本人又
はその家族等の生命及び身体の安全を守ることが大前提となりま
す。したがって、市は、避難行動要支援者に対して避難支援につい
て理解を得られるように努め、自助の重要性について啓発します。
また、避難行動要支援者や避難支援等関係者を含めた地域全体
での話し合いのうえ、ルール作りをすることを推進し、避難支援等関
係者の安全確保に努めます。

④災害時要配慮者への情報伝達
災害時における災害時要配慮者への情報伝達については、関係機
関及び地域と連携して、必要な情報が遅滞なく伝達できるような体
制を整備します。

修正
災害対策基本法第
49条の改正による
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⑤避難行動要支援者への情報伝達
災害時における避難行動要支援者への情報伝達については、関係
機関及び地域と連携して、必要な情報が遅滞なく伝達できるような
体制を整備します。

⑤避難支援等関係者の安全確保
災害時における避難支援については、避難支援等関係者本人又
はその家族等の生命及び身体の安全を守ることが大前提となりま
す。
したがって、市は、避難行動要支援者に対して避難支援について
理解を得られるように努め、自助の重要性について啓発します。
また、避難行動要支援者や避難支援等関係者を含めた地域全体
で話し合いのうえ、ルール作りをすることを推進し、避難支援等関係
者の安全確保に努めます。

修正
災害対策基本法第
49条の改正による



58 第２編　自助・共助に関する資料
６　指定緊急避難場所及び指定避難
場所の内容

修正

県管理河川の浸水
想定区域図及び浸
水深の公表、高潮
浸水想定区域の公
表、土砂災害警戒
区域の指定によるも
の



54 第２編　自助・共助に関する資料
６　指定緊急避難場所及び指定避難
場所の内容

修正 協定締結に伴うもの

127 第６編　協定等一覧

追加及
び修正

新たな協定の締結
及び表現の適正化



127 第6編　協定等一覧

新規 新たな協定の締結

426 第８編　連絡先一覧
３　災害拠点病院

修正
災害拠点病院の追
加
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第6項　災害救助法による救助の程
度と期間

修正、新
規

災害救助法の改正
による

450 第9編　法令等一覧
第6項　災害救助法による救助の程
度と期間

修正、新
規

災害救助法の改正
による



450 第9編　法令等一覧
第6項　災害救助法による救助の程
度と期間

修正、新
規

災害救助法の改正
による



450 第9編　法令等一覧
第6項　災害救助法による救助の程
度と期間

新規
災害救助法の改正
による

453 第10編　用語集等
１　用語集

修正
災害対策基本法第
49条の改正による


